
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ

た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

山 

田 

吉 

三 

郎 
 

                 



資
金
管
理
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体
の
届
出
を 

公
職
の
種
類 

資
金
管
理
団
体
の 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 
 
 
 
 
 
 
 

指
定
年
月
日 

 
 

し
た
者
（
代 

 
 
 
 
 
 

名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表
者
）
の
氏 
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瀬
戸 

清
規 

海
老
名
市
長 

明
日
の
海
老
名
を 

神
奈
川
県
海
老
名
市
国
分
北
一
―
三
九
― 

二
七
、 

七
、
二
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考
え
る
会 

 
 
 

二
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

綱
嶋 

洋
一 

神
奈
川
県
議 
県
央
政
経
研
究
会 

神
奈
川
県
綾
瀬
市
小
園
九
五
九
―
一 

 
 

二
七
、 

七
、
二
八 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

南
雲
ま
さ
子 

松
田
町
議
会 

南
雲
ま
さ
子
後
援 

神
奈
川
県
足
柄
上
郡
松
田
町
神
山
四
二
一 

二
七
、 

七
、 

一 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

―
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